地域貢献活動評価項目一覧表
	項　目
	内　容
	要　件
	申請時に必要な書類
	問合せ先

	①防災協定
	災害発生時に速やかな復旧を図るため、市と建設業者間で協定を締結していること。
	指名願申請書を提出した日において、防災協定が締結されていること。
	協定書の写し又はそれを証するもの
	宮若市役所
総務課防災安全係
℡32-0511

	②消防団協力
	宮若市消防団事務局より「消防団協力事業所」の認定を受けていること。
	指名願申請書を提出した日において、認定されていること。
	宮若市消防団協力事業所認定通知書の写し又はそれを証するもの
	宮若市役所
総務課防災安全係
℡32-0511

	③道路愛護活動
	福岡県のさわやか道路美化促進事業の活動団体の認定を受けた後、地域（自治会）と連携して宮若市の管理区域の道路の整備活動（清掃、除草、伐採等）を実施していること。
	格付年度の前年度までに、県の認定を受けた後、前年の１月１日から１２月３１日までの１年間に１回以上の活動実績があり、報告書及び関係書類を提出していること。
（活動回数による加算点数あり）
	(1)福岡県さわやか道路美化促進事業実施団体等認定証の写し又はそれを証するもの（福岡県が交付するもの。）
(2)道路愛護活動実績報告書、活動状況の写真

	団体の認定に関すること
直方県土整備事務所　用地課管理係
℡22-5617

	④河川愛護活動
	福岡県の河川愛護企業又は河川愛護活動支援企業の登録を行った後、地域（自治会）と連携して宮若市の管理区域の河川の環境整備活動（清掃、浚渫、除草、伐採等）を実施していること。
	格付年度の前年度までに、県に登録した後、前年の１月１日から１２月３１日までの１年間に１回以上の活動実績があり、報告書及び関係書類を提出していること。
（活動回数による加算点数あり）
	(1)河川愛護企業又は河川愛護活動支援企業登録証の写し若しくはそれを証するもの（福岡県が交付するもの。）
(2)河川愛護活動実績報告書、活動状況の写真
	企業の登録に関すること
直方県土整備事務所　用地課管理係
℡22-5617

	⑤飲酒運転撲滅
（県事業に協賛）
	福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例に基づく「飲酒運転撲滅宣言企業」に登録していること。
	指名願申請書を提出した日において、登録していること。
	飲酒運転撲滅宣言企業登録証の写し又はそれを証するもの
	福岡県人づくり・県民生活部生活安全課交通安全係
℡092-643-3167

	⑥個人住民税特別徴収
	宮若市に居住する代表者又は従業員について個人住民税の特別徴収を実施し、又は実施の誓約を行っていること。
	指名願申請書を提出した日までに実施し、又は実施の誓約を行っていること。
	個人住民税特別徴収実施確認書（実施予定事業者の場合は、個人住民税特別徴収開始誓約書）
	宮若市役所
税務収納課
市民税係
℡32-0513

	⑦子育て応援（県事業に協賛）
	福岡県の「子育て応援宣言企業」に登録していること。
	指名願申請書を提出した日において、登録していること。
	子育て応援宣言登録証の写し又はそれを証するもの
	福岡県福祉労働部労働局労働政策課雇用環境係
℡092-643-3592

	⑧７０歳以上まで働ける企業（県事業に協賛）
	福岡県の「７０歳以上まで働ける企業」に登録していること。


	指名願申請書を提出した日において、登録していること。

	福岡県が交付する地域貢献活動評価申請書に確認印のあるものの写し
	福岡県生涯現役チャレンジセンター
℡092-432-2512
福岡県福祉労働部労働局就業支援課女性高齢者支援係
℡092-643-3586

	⑨みんなで防犯応援（県事業に協賛） 　　
又は 
青色防犯パトロール

	福岡県の「みんなで防犯応援隊」に登録していること。
「青色防犯パトロール」を実施している事業者であること。
	指名願申請書を提出した日において、登録していること。
指名願申請書を提出した日において、活動実施していること。


	みんなで防犯応援隊登録証の写し又はそれを証するもの
「青色防犯パトロール」を実施していることが分かるものの写し
	【みんなで防犯応援隊】
福岡県人づくり・県民生活部生活安全課地域安全推進係
℡092-643-3124
【青色防犯パトロール】
福岡県直方警察署　生活安全課
℡0949-22-0110

	⑩人権・同和啓発研修
	福岡県又は宮若市の人権・同和啓発研修を受講していること。


	前年の１月１日から１２月３１日までの１年間に受講していること。
	福岡県が交付する地域貢献活動評価申請書に確認印のあるものの写し又は宮若市の人権・同和啓発研修報告書
	福岡県福祉労働部人権・同和対策局調整課管理係

℡092-643-3324
宮若市管財課契約検査係

℡0949-32-0761


　備考　地域貢献活動評価における加算点数の上限は、１０項目で合計５０点とする。
　　　  ⑨については、いずれか１事業の加算点数のみとし、重複した加算点数はなしとする。

